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【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  21/16     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ   21/16     １６１　
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【手続補正書】
【提出日】平成30年2月14日(2018.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）各色の現像剤を収容する複数の現像剤収容部と、
（ｂ）該各現像剤収容部に対してそれぞれ共用され、現像剤収容部が取り付けられて、各
色の画像形成ユニットを形成するプロセス部とを有するとともに、
（ｃ）該プロセス部は、前記現像剤収容部と対向する箇所に中間係止部材案内部を備え、
（ｄ）該中間係止部材案内部は、各現像剤収容部に形成された係止部と係止させられて中
間係止部材案内部から装置本体側に突出させられ、装置本体に形成された被係止部と係止
させられる中間係止部材を備えることを特徴とする画像形成ユニットの誤装着防止装置。
【請求項２】
　前記係止部は、前記現像剤収容部をプロセス部に取り付けることによって中間係止部材
と係止させられる請求項１に記載の画像形成ユニットの誤装着防止装置。
【請求項３】
　前記中間係止部材は、前記中間係止部材案内部に形成された穴内において進退自在に配
設される請求項１又は２に記載の画像形成ユニットの誤装着防止装置。
【請求項４】
　前記係止部は、レバーを保持するレバー保持部に形成され、現像剤収容部を下方に移動
させることによって中間係止部材と係止させられる請求項１～３のいずれか１項に記載の
画像形成ユニットの誤装着防止装置。
【請求項５】
　前記係止部は、現像剤収容部の側面に形成され、現像剤収容部を横方向に移動させるこ
とによって中間係止部材と係止させられる請求項１～３のいずれか１項に記載の画像形成
ユニットの誤装着防止装置。
【請求項６】
　前記プロセス部は、前記中間係止部材が穴から抜け落ちるのを防止する抜落防止部を備
える請求項３に記載の画像形成ユニットの誤装着防止装置。
【請求項７】
　前記中間係止部材は、穴から抜け落ちるのを防止する抜落防止部を備える請求項３に記
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載の画像形成ユニットの誤装着防止装置。
【請求項８】
　前記請求項１～７のいずれか１項に記載の画像形成ユニットの誤装着防止装置を備えた
画像形成装置。
【請求項９】
　前記請求項１～７のいずれか１項に記載の画像形成ユニットの誤装着防止装置を備えた
画像形成ユニット。
【請求項１０】
（ａ）現像剤を収容する現像剤収容部と、
（ｂ）該現像剤収容部から現像剤が供給される供給位置において、現像剤収容部が取り付
けられるプロセス部とを有するとともに、
（ｃ）前記現像剤収容部は、前記供給位置においてプロセス部と係止させられる係止部を
備え、
（ｄ）前記プロセス部は複数の中間係止部材案内部を備え、
（ｅ）該各中間係止部材案内部は、中間係止部材案内部から突出させられる位置と、中間
係止部材案内部内の位置との間で進退自在に配設された中間係止部材を備え、
（ｆ）前記現像剤収容部がプロセス部に取り付けられたときに、前記係止部は、各中間係
止部材案内部のうちの一つと係止させられ、中間係止部材を中間係止部材案内部から突出
させ、その後、現像剤収容部がプロセス部から取り外されたときに、前記中間係止部材は
中間係止部材案内部から突出した状態を維持することを特徴とする画像形成ユニット。
【請求項１１】
　前記係止部は、前記現像剤収容部をプロセス部に取り付けることによって、プロセス部
の中間係止部材と係止させられる請求項１０に記載の画像形成ユニット。
【請求項１２】
　前記中間係止部材は、前記中間係止部材案内部に形成された穴内において進退自在に配
設される請求項１０又は１１に記載の画像形成ユニット。
【請求項１３】
　前記係止部は、レバーを保持するレバー保持部に形成され、現像剤収容部を下方に移動
させることによって中間係止部材と係止させられる請求項１０～１２のいずれか１項に記
載の画像形成ユニット。
【請求項１４】
　前記係止部は、現像剤収容部の側面に形成され、現像剤収容部を横方向に移動させるこ
とによって中間係止部材と係止させられる請求項１０～１２のいずれか１項に記載の画像
形成ユニット。
【請求項１５】
　前記プロセス部は、前記中間係止部材が穴から抜け落ちるのを防止する抜落防止部を備
える請求項１２に記載の画像形成ユニット。
【請求項１６】
　前記中間係止部材は、穴から抜け落ちるのを防止する抜落防止部を備える請求項１２に
記載の画像形成ユニット。
【請求項１７】
（ａ）前記請求項１０～１６のいずれか１項に記載の、複数の画像形成ユニットが着脱自
在に装着される装置本体を有するとともに、
（ｂ）該装置本体は、各画像形成ユニットの中間係止部材とそれぞれ係止させられる被係
止部を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１８】
　前記請求項１０～１６のいずれか１項に記載の画像形成ユニットを備えた画像形成装置
。
【請求項１９】
（ａ）第１の現像剤を収容する第１の現像剤収容部と、
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（ｂ）前記第１の現像剤と異なる第２の現像剤を収容する第２の現像剤収容部と、
（ｃ）前記第１の現像剤収容部から第１の現像剤が供給される第１の供給位置において、
第１の現像剤収容部が取り付けられる第１のプロセス部と、
（ｄ）前記第２の現像剤収容部から第２の現像剤が供給される第２の供給位置において、
第２の現像剤収容部が取り付けられる第２のプロセス部と、
（ｅ）前記第１の現像剤収容部は、前記第１の供給位置において第１のプロセス部と係止
させられる第１の係止部を備え、
（ｆ）前記第２の現像剤収容部は、前記第２の供給位置において第２のプロセス部と係止
させられる第２の係止部を備え、
（ｇ）前記第１、第２のプロセス部は複数の中間係止部材案内部を備え、
（ｈ）前記第１の現像剤収容部が第１のプロセス部に取り付けられたときに、前記第１の
係止部は、前記第１のプロセス部の中間係止部材案内部のうちの一つと係止させられ、係
止させられた中間係止部材案内部から第１のプロセス部の中間係止部材を突出させ、
（ｉ）前記第２の現像剤収容部が第２のプロセス部に取り付けられたときに、前記第２の
係止部は、前記第２のプロセス部の中間係止部材案内部のうちの一つと係止させられ、係
止させられた中間係止部材案内部から第２のプロセス部の中間係止部材を突出させ、
（ｊ）前記第１のプロセス部の中間係止部材及び第２のプロセス部の中間係止部材は、互
いに異なる位置において中間係止部材案内部から突出させられることを特徴とする画像形
成装置。
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